
令和３年度

労働実態調査報告書

伊　達　市



する諸労働条件を調査し、市内事業所の振興と安定、労働条件の改善等を図るための基礎

資料とすることを目的とし、本調査を実施いたしました。

　調査方法や調査内容は限られたものでありますが、本書が各方面に活用され、働く人々

のよりよい環境づくりのお役に立てば幸いに存じます。

　終わりに、本調査の実施にあたり、お忙しい中ご協力いただいた事業所の皆様には、心

より厚くお礼申し上げますとともに、今後ともより一層のご指導、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

令和４年１０月

　こうした中、市内の事業所における従業員の雇用実態を把握するため、賃金をはじめと

は じ め に

　平素、本市の労働行政の推進に特段なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　北海道労働局によりますと、道内では有効求人数及び有効求人倍率は、令和２年に入り

数か月連続で前年同月を下回っていましたが、令和３年からは、徐々に上昇している状況

にあります。

伊　達　市
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【表１　回答状況】

３．調査期日

４．回答事業所の状況

５．集計結果の留意点

　伊達市内の事業所における従業員の雇用実態を把握するため、賃金をはじめとする諸労働条件
を調査し、市内事業所の振興と安定、労働条件の改善等を図るための基礎資料とすることを目的
とします。

　調査対象は、伊達市内の事業所で、伊達商工会議所会員と伊達飲食店組合と壮瞥町商工会大滝
支所に加入している「建設業」・「製造業」・「運輸業、通信業」・「卸売業、小売業」・「金
融業・保険業」・「医療・福祉」・「サービス業等」・「その他」の８業種の事業所を対象とし
て調査を行いました。

　調査方法は、前記に加入している６５２の事業所（重複除く）を抽出し調査票を郵送、返信用
封筒により回収しました。

１．調査の目的

２．調査対象及び調査方法

41.7%

本調査の対象事業所は毎回同一ではなく、業種ごとの調査対象事業所数も一定していま
せん。
そのため、集計数値を経年で単純に比較することは適当ではありません。

報告書中に示す「平均値」は単純平均で求めています。
設問によっては回答率が低い設問もあるほか、回答率や回答の傾向は業種により大きく
異なるので、平均の数値は必ずしも平均を表しているとは言い切れない設問項目もあり
ます。取扱いにはご留意ください。

Ⅰ　調査の概要

：令和３年１２月３１日現在にて記入

：令和４年　３月　１日

：令和４年　３月３０日

　調査票を発送した６５２事業所のうち、回答のあった事業所は２５８事業所でした。

　無効回答はゼロであり、全てが有効回答でした。

（１）

（２）

対象事業所数 回答総数 有効回答数 回答率

（A） （B） （C） （C）÷（A）

今回調査 39.6%

R１年調査 571 238

基 準 日

調 査 票 の 発 送

回 答 期 日

652 258 258

238
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【表２　回答状況内訳】

★用語の説明

その他 40 18 45.0% 1

卸売業，小売業

金融業，保険業

医療・福祉

サービス業等

その他

中分類

総合工事業、職別工事業、設備工事業

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装
備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、窯業・土石製
品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、電気機械器具製造業、その他の製造業　他

通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字
情報制作業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫
業、運輸に附帯するサービス業

上記業種に当てはまらないもの

　表２を見ると、回答のあった事業所のうち、「常用従業員の数が９人以下」あるいは「パート
タイム労働者のみ雇用」や「個人事業主等で雇用なし、あるいは役員のみなど」と言った小規模
な事業者で全体の約８２％を占めています。
　また、産業分類別で見ると、「卸売業、小売業」と「サービス業等」で、全体の約５９％を占
めています。

70 51 19

サービス業等 260 99 38.1% 19 9 4 4 2 13

各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料，鉱物・金属材料等
卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品
小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業

銀行業、協同組織金融業、貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取
引業，商品先物取引業、補助的金融業等、保険業

医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業

学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店、持
ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス
業、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、
その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公
務

48

1 1 2

建設業 127 44 34.6% 14 9 9

1 0 0 1 0

39 21 53.8% 7 4

総　　　計 652 258 39.6% 67 36 25 12 10 20 88

13 13 24 48

卸売業、小売業 139 52

41.7%

製造業

2 1

2 2 1 1 4

運輸業、通信業 15 10 66.7% 1 2

3 1 1 7

内
訳

R１年調査時 571 238

37.4% 18 8 6 2 0 2 16

金融業・保険業 9 3 33.3% 1

その他
（個人事業
主等で雇用
なし、あるい
は役員のみ
など）

１～
４人

５～
９人

１０～
１９人

２０～
４９人

５０人
以上

（社） （社） （％） （社） （社） （社） （社） （社） （社） （社）

Ⅱ　調査結果

１．回答事業所の内訳

区　　分

対象
事業所数

有効回答
事業所数

回答率

常用従業員別規模（人）
パート
タイム
労働者
のみ
雇用

医療・福祉 23 11 47.8% 6 0 0 0 3 1 1

0

大分類

建設業

製造業

運輸業，通信業 

3 2 0 1 1 10
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【表３　従業員構成割合―雇用形態別】

★用語の説明

女性 228 47

その他 98 17 115

男性 87 6 93

女性 11 11 22

64 14 78

217 444

常用従業員
いわゆる一般の正規従業員を指す。雇用期間については定めはない、又は４ヶ月以上の
雇用期間がある者

パートタイム労働者
同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて１週間の所定
労働時間が短い者。（臨時職員・嘱託職員も含まれる）

男性 28 1 29

女性 36 13 49

医療・福祉 314 55 369

男性 86 8 94

男性 104 4 108

275

サービス業等 474 290 764

男性 247 73 320

女性 227

女性 15 7 22

卸売業、小売業 211 195 406

男性 115 28 143

女性 96 167 263

金融業・保険業

44 18 62

344 62 406

男性 158 4 162

女性 186 58 244

運輸業、通信業 119 11 130

843 538 1,381

総　　　計 2,007 675 2,682

構成比 74.8% 25.2% 100.0%

内
訳

2,645 1,045 3,690

71.7% 28.3% 100.0%

383 31 414

男性 339 13 352

女性

R１年調査時

構成比

　表３を見ると、従業員の構成割合は、「常用従業員」が約７５％、「パートタイム労働者」が
約２５％となっています。
　また、産業分類別で見ると、「卸売業、小売業」・「サービス業等」では「パートタイム労働
者」の割合が大きい傾向にあります。

２．従業員構成

区　　分
常用従業員

パートタイム
労働者

（臨時・嘱託含む）

合計

（人） （人） （人）

建設業

女　　性

製造業

男　　性 1,164 137 1,301

3



【表４　常用従業員構成割合－年齢別】

（人） （人）

建設業

合計の内

（人） （人）

区　　分

19歳
以下

（人）

女　　性

構成比

R１年調査時

（人） （人）

　表４を見ると、「常用従業員」の年齢構成は、ほぼどの業種においても「４０代」・「５０代」
の従業員の割合が大きい傾向にあります。
　また、産業分類別で見ると、「サービス業等」の割合が大きい傾向にあります。

男　　性

総　　　計

内
訳

構成比

男性

女性

男性

運輸業、通信業

女性

女性

金融業・保険業

男性

女性

医療・福祉

男性

サービス業等

65歳
以上

合計
外国人 障がい者

17.9% 29.2%

（人） （人） （人）

246 220 100

12.0%

16 144 154 306 296 140

女性

製造業

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

60～
64歳

女性

男性

卸売業、小売業

男性

1 57 60 153

女性

女性

男性

0 2 0 5 3 0 1 11 0

86 0

0 22

男性

その他 98 0 0

2 18

0

1

15 18 18 11 5 87 0 0

128 36 39 474 0 30

1 32 36 81 62 15 20 247 0 22

110 77 29 12 314 0 2

1 9 19 30 15 6 6

0

0 25 24 72 66 21 19 227 0 8

2 20 15 23 21 11 6

0 6 4 12 3 3 0 28 0 0

20 36 80 62 23 6 228 0 2

0 16 6 9 5 0 0 36 0 0

2 29 55

0 14 12 28 29 6 7 96 0 2

10 21 8 3 0 64 0 0

10 13 104 0 0

3 6 18 28 41 10 13 119 0

1 1

1 10 14 30 32 10 18 115 0 1

13

10 186 50 0

46 29 77 87 59 33 339 1 3

34 35

1 24 26 58 61 16 25 211 0 3

0

2 5 17 22 35

2.7%

2,645 78 71

0.9% 14.1%

40 54 71 82

23 373 474 772 594 223 186

8 53 34 88 98 63 39 383 1

25.7%0.9% 12.5% 13.6% 27.5%

18 20 36

2.3%

1 6

1

22.5% 8.4%

108 1,164

157 2,007 51

50

158 0 8

1 34

3 107 118

19 251 272 552 516 240 47

44

49 843 13

8

7.8% 100.0% 2.5%

7.0% 100.0% 2.9%

4

0 7 5 11 11 44 0 14 6

2 72 23

22 38 46

6 0 0 15 0 0

26

344 50 8

1
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【表５　労働時間】

【表６　変形労働時間制度の実施状況】

★用語の説明

　表６を見ると、「変形労働時間制度」については、「建設業」での「１年単位」の実施が多く
なっています。
　また、「実施なし」事業所が多い傾向となっています。

１日 １週 １ヶ月平均 １日

38:42 40:30

35:20 3:02 1:18

7:36 40:10 15:03 1:26

区　　分

　表５を見ると、前回調査と比較し、「１日の労働時間」・「１週の労働時間」・「時間外勤務
時間」・「休憩時間」について大きな変動は見られませんでした。
「時間外勤務時間」については、「製造業」・「運輸業、通信業」において多い傾向にあります。

建設業

7:08

所定労働時間 時間外勤務時間 休憩時間

（時間：分） （時間：分） （時間：分） （時間：分）

３．労働時間・休日等

平　　　均 7:36 39:03 18:22 1:10

サービス業等

0:46 1:00

7:30 38:43 16:57 1:08

その他 7:49 40:53 17:52 1:04

内
訳

R１年調査時 7:35 39:31 18:30 1:11

1:06

卸売業、小売業 7:32 39:23 9:20 1:10

医療・福祉

製造業 7:44 39:52 43:25 1:12

運輸業、通信業 7:30

金融業・保険業 7:55 39:22

区　　分

実施
あり １年

単位
その他
（月単位）

その他
（シフト制等）

（社） （社） （社） （社）

総　　　計 41 10 3

内
訳

R１年調査時 62 42 15 5

建設業 18 16 0 0

製造業 8 6 0 1

運輸業、通信業 3 1 1

医療・福祉 3 2 2 0

サービス業等 10 5 4 0

その他 4 2 1 1

変形労働時間制
業務の繁忙・閑散、又は特殊性に応じて所定労働時間をあらかじめ傾斜的に配分するこ
とができる制度をいい、労使協定が締結され、かつ所轄の労働基準監督署に届ける
（１ヵ月単位は就業規則の届出のみ）ことが要件とされている。

１年単位の
変形労働時間制

労使協定により、１年以内の一定の期間を平均して１週間の労働時間が40時間以下の範
囲内において、１日及び１週間の法定労働時間を越えて労働させることができる制度。

実施
なし

（社）

91

98

18

8

4

23

2

5

28

3

1

卸売業、小売業 11 9 1 0

金融業・保険業 1 0 1 0

58
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【表７　週休２日制の実施状況】

【表８　祝日】 【表９　年末年始休暇】 【表10　夏期休暇】

【表11　年次有給休暇】

21

7 5.3 0 0

付与日数
平均

取得日数
平均

5

運輸業、通信業 4 5.3 3 4

卸売業、小売業 30 4.6 4 17

2 4.0 1 2

9 5.7 0 1

総　　　計 64 32 53 137 5.6 11 98 3.6 51

内
訳

R１年調査時 70 41 54 149 6.0 16 111 3.9 53

建設業 14 9 14 35 7.6 1 35 4.1 1

製造業

区　　分

全部
休日

一部
休日

無休 あり なし あり なし日数
平均

日数
平均

（社） （社） （社） （社） （日） （社） （社） （日） （社）

サービス業等 29 7 4 0 6 6 4 8 0 7

その他 5 3 0 1 0 0 1 2 0 2

金融業・保険業 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

医療・福祉 9 5 0 2 1 1 0 0 0 0

1 1 1 0 2 0 2

卸売業、小売業 22 11 1 3 3 3 1 12 2 10

製造業 10 4 1 0 1 2 2 6 1 4

総　　　計 110 45 7 9 20 17 10 39 4 32

内
訳

R１年調査時 121 53 ― 8

運輸業、通信業 5 2 0

4

　表７～表１１を見ると、「諸休暇制度」については、概ね全ての産業分類において「実施あり」
が多くなっています。
　しかし、「建設業」・「卸売業、小売業」・「サービス業等」では、「実施なし」・「無休」・
「なし」も見られます。

区　　分

実施
あり

完全
週休
２日制

４週
８休
制

月３回
以上

隔週
月２回
以下 予定

あり
予定
なし

（社） （社） （社） （社） （社）

2 9 1 7

（社） （社） （社）

24 16 19

（社） （社）

3 1 3 3

医療・福祉 6 2 1 8

医療・福祉

サービス業等

その他

130 14.8 8.3 33

建設業 30 15.4 11.0 6

43 1 27

建設業 27 10 1 2 8

3.0

6 8 1 15 6.9 0 11 3.8

12 6 16 17 3.4

金融業・保険業 3 0 0 1 3.0

3.4

サービス業等 14 6 17 16 4.435 5.2 2

その他 6 0 1 7 3.7

金融業・保険業

区　　分
あり なし

（社） （日） （日） （社）

総　　　計 115 16.5 10.2 34

内
訳

R１年調査時

製造業 10 13.4 11.0 6

運輸業、通信業 7 14.7 10.4 0

卸売業、小売業 25 15.9 7.5 9

3 22.5 12.0 0

8 14.0 9.8 1

25 17.3 10.7 12

7 19.3 9.6 0

実施
なしその他

実施予定

6



【表12　給与（基本給）－平均】

★用語の説明

基本給 基本給、年齢給、技能給など。（賃金から諸手当を除いた額）

事務系 一般事務職員、会計事務員、受付・窓口事務員、営業等

技術系 資格を有する作業従業員、技術的訓練を基礎とした作業従業員

労務系 技能工、製造、建設作業者等労務作業者

181,667 202,976 245,775 276,625 254,110 249,954

209,597

R１年
調査時

男性 152,273 183,415 221,420 256,494 265,289 219,119

女性 153,631 178,943 198,807 225,672 241,298 197,685

金融業・保険業

医療・福祉

― ― ― ― ― ―

134,800 145,800

167,829 188,241 195,509 220,937 240,646 199,554

161,500 192,500 222,667 260,853 273,880 274,088

労務系
平均

152,877 181,671 209,055 224,846 245,783 214,475

152,651 165,286 193,068 203,928 203,321 204,743

その他

154,167 200,200 215,000 221,193 277,917 256,033

― ― ― ― ― ―

211,767 260,038 281,396 318,289 281,742

258,300

女性

（円） （円）

男性

200,000 220,000 250,000 295,000 230,000

226,139 263,881 280,147 270,746

運輸業、通信業

建設業

155,000 170,000 202,000 226,650 236,494 177,625

180,000

242,060 228,133 204,000

157,500 182,500 206,583 227,083 249,646 172,917

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代

169,544 184,096 207,050 208,077

４．賃金・手当等

　表１２を見ると、「５０歳代」が「事務系」・「技術系」・「労務系」ともに高い傾向にあり
ます。
　また、「男性」は「女性」より高い傾向になっています。

内
訳

建設業

（円）

256,238 276,766 270,633

150,897 162,018 188,769 207,039 215,123 201,508

153,000

区　　分

（円） （円） （円）

内
訳

建設業

製造業

運輸業、通信業

155,000 150,000 186,000

161,500 195,875

事務系
平均

155,139 175,779 209,808

医療・福祉

サービス業等

135,800

金融業・保険業

卸売業、小売業 148,250 158,313 171,450 188,372 201,013 224,312

138,700 179,234 227,549 296,616 294,567 270,125

148,800 190,067 216,413 247,725 276,125

166,175 166,921 185,316 215,190 240,346 200,287

その他

男性

243,250 260,325 298,050 282,500

技術系
平均

169,649 206,463 235,662 271,869 275,767 260,257

163,451 183,676 204,724 220,963 273,483 222,539女性

金融業・保険業

医療・福祉 179,900

男性

内
訳

女性

サービス業等

製造業 155,000 199,200 204,269 201,938 206,645 176,950

運輸業、通信業

卸売業、小売業

144,500 152,000 170,500 170,250 171,000 220,000

140,000 149,167 176,369 180,688 211,222 156,228

製造業

167,456 202,782

卸売業、小売業

266,105 248,455

155,666 170,327 195,520 210,643 230,642

179,650 210,208 243,750 239,600

その他

151,880 166,065 182,209 190,876 196,263 164,659

161,500 192,500 237,375 270,125 288,875 267,500

サービス業等

159,222 187,971 218,175 250,984
全体平均

男性

女性

7



【表13　初任給－平均】

　表１３を見ると、「大学卒」が「事務系」・「技術系」・「労務系」ともに高い傾向にありま
す。
　また、「技術系」が高い傾向になっています。

女性 156,374 165,897 183,863

― ―

155,000 150,000

金融業・保険業 ― ― ―

男性 160,384 170,593 183,387

医療・福祉 133,800 126,600 126,600

サービス業等 169,150 171,554

卸売業、小売業 157,500

全体平均
男性 167,821 173,903 192,231

女性 166,837 173,597 191,346

169,360 182,167

その他 162,233 172,233 200,500

労務系 男性 158,631 164,531 174,965

186,191

平均 女性 159,892 165,484 174,687

内
訳

建設業 176,463 183,975 189,750

製造業 172,417 175,417 189,917

運輸業、通信業 144,000

その他 161,500 177,500 206,500

平均 女性 184,298 190,710 225,061

内
訳

建設業 181,930 195,257 207,357

製造業 172,000 174,500 187,000

運輸業、通信業 270,000 270,000 270,000

卸売業、小売業 150,000 150,000 316,667

金融業・保険業 ― ― ―

医療・福祉 179,900 201,400 206,067

サービス業等 172,063

147,300 148,500 163,750

医療・福祉 150,229 160,900 166,733

サービス業等 163,879 161,766 173,520

その他 161,150 169,250 191,800

技術系 男性 183,738 190,076 223,442

178,285
平均 女性 156,321 164,599 174,291

内
訳

建設業 169,667 177,333 187,500

製造業 172,000 174,500 187,000

運輸業、通信業 142,500 158,000 161,000

卸売業、小売業 156,042 167,250 179,000

金融業・保険業

区　　分
高校卒

専門学校・
短期大学卒

大学卒

（円） （円） （円）

事務系 男性 161,095 167,101

R１年
調査時

8



【表14　一時金（賞与）】

　表１４を見ると、「夏季手当」・「年末手当」については、概ね全ての産業分類において、
「支給なし」より「支給あり」が多い傾向にあります。
　「決算又は年度末手当」については、「支給なし」の事業所が多い傾向にあります。
　また、「支給額平均」を産業分類別に見ると、「金融業・保険業」が高い傾向にあります。

建設業

金融業・保険業

その他

その他

区　　分

医療・福祉

卸売業、小売業

製造業

サービス業等

決算又は年度末手当

内
訳

運輸業、通信業

卸売業、小売業

内
訳

R１年調査時

医療・福祉

サービス業等

夏季手当

内
訳

R１年調査時

建設業

製造業

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

4 319,800 1.33 3

19 289,167 1.69 15

3 541,562 1.70

R１年調査時

その他

年末手当

金融業・保険業

建設業

製造業

運輸業、通信業

28 363,429 1.69 8

10 329,294 1.59

99 322,522 1.53 51

107 326,949 1.68 59

6

5 287,500

（社） （円） （月） （社）

97 321,936 1.46 53

107 291,001 1.55 60

26

1.43 6

0

7 248,043 1.80

274,724 1.17 10

10 406,140

支給
あり

支給
なし支給額平均 支給率平均

2

21 201,428 1.16 17

7 294,621 1.37 0

1.25 2

19 279,600 1.62 15

2 410,478 1.30 1

6 313,741 1.78 3

22 287,350 1.54 16

7 308,786 1.51 0

36 184,900 0.97 113

35 219,124 1.08 132

13 361,952 1.84 23

2 243,125 1.07 14

0 ― ― 7

8 126,875 1.00 25

2 149,783 0.65 1

1 ― 1.00 8

7 145,797 1.00 31

3 81,867 0.20 4

9



【表15　諸手当－燃料手当】

【表16　諸手当－家族手当】

【表17　諸手当－住宅手当】

★用語の説明

　表１５～表１７を見ると、前回調査同様「燃料手当」・「家族手当」・「住宅手当」について
は、「支給していない」事業所が多い傾向となっています。

37.1%

11

諸手当
家族手当、通勤手当、住宅手当、燃料手当など。
※住宅手当、燃料手当などは、世帯主を基準とする。

21,273

区　　分

支給
している

支給内訳（平均）

61,333 53,800 29.4% 24

105

建設業

19,000 16,500 ―

53,000 37.5% 10

支給
していない

運輸業、通信業 3 15,000 13,000 9,000 42.9% 4

22,333 22,000

18.8% 13

17,066 11,386

6 93,333 101,167

世帯主 準世帯主 非世帯主 支給率

（社） （円） （円） （円） （％） （社）

総　　　計 54 99,591 72,953 50,732 36.0% 96

14 112,008 89,944 59,945 38.9% 22

製造業

64,500 42,001 42.9% 4

区　　分

支給
している

支給内訳（平均）

運輸業、通信業 4 124,200 75,000 50,000 57.1% 3

金融業・保険業 2 56,350 32,150 21,500 66.7% 1

医療・福祉 3 106,667 85,000 57,500 33.3% 6

卸売業、小売業 10 92,900

支給
していない

配偶者 第１子 第２子 その他 支給率

（社） （円） （円） （円） （円） （％） （社）

内
訳

R１年調査時 56 98,408 71,596 50,887 33.3% 112

建設業

サービス業等 12 99,635 74,529 68,110 31.6% 26

その他 3 111,633

総　　　計 56 10,538 5,523 4,276 4,625 37.6% 93

内
訳

R１年調査時 69 11,853 8,648 5,249 6,226 41.1% 99

建設業 12 11,000 5,091 3,909 4,000 33.3% 24

製造業 5 9,000 4,875 4,875 5,000 31.3%

運輸業、通信業 5 8,333 3,667 5,000 5,500 71.4% 2

卸売業、小売業 11 9,300 4,273 3,545 ― 32.4% 23

11

金融業・保険業 2 13,000 6,000 6,000 7,000 66.7% 1

医療・福祉 3 10,000 5,667 3,500 3,250 33.3% 6

サービス業等 14 10,067 3,909 3,429 3,000 37.8% 23

その他 4 13,600 10,700 3,950 ― 57.1% 3

区　　分

支給
している

支給内訳（平均） 支給
していない

持ち家 借家 その他 支給率

（社） （円） （円） （円） （％） （社）

総　　　計 51 15,043 15,946 13,472 34.2% 98

13,750 23,333 32.4% 23

金融業・保険業 3 17,500 15,000 7,000 100.0% 0

30.6% 25

製造業 3

内
訳

R１年調査時 62 14,702

医療・福祉 4 6,250 18,500 10,000 44.4% 5

卸売業、小売業 11 14,750

サービス業等 12 13,000 14,818 9,500 32.4% 25

その他 4 13,575 13,667 ― 57.1% 3

10



【表18　諸手当－通勤手当】

【表19　賃金引き上げ】

　表１８を見ると、前回調査同様、「通勤手当」を「支給している」事業所が多くなっています。

1.69% 5 0 5

6,099 2.83% 18 2 15

3 9,560 3.26% 3 1 2

17

平均
引き上げ額

6

3 3 1 100.0% 0

（社）

5,178

その他

製造業

　表１９を見ると、「賃金引き上げ」を「実施していない」事業所が多い傾向となっています。
「実施した」事業所は、産業分類別で見ると「サービス業等」が多い傾向になっています。
「実施していない」事業所は、「実施予定」については「予定なし」が多い傾向になっています。

内
訳

R１年調査時 112 34 58

製造業 12 3 8

1 5 0 85.7% 1

卸売業、小売業

建設業 17 5

7 2 6 0 77.8% 2

サービス業等 25 3 17 6 67.6% 12

運輸業、通信業

医療・福祉

平均
引き上げ率

実施予定
あり

実施予定
なし

区　　分

（社）

19 53

4,948 2.49% 10 1 8

1,500 1.38% 4 0 4

5,888

実施
した

実施
していない

その他 7

0 12 10,365

医療・福祉 4

2.98% 16 6 8

建設業

（円） （％）

3.58% 78 13 60

7,347 3.15% 19 9 10

1.80% 1

73

R１年調査時 84

（社） （社）

総　　　計 6,361 2.45%

サービス業等 20

卸売業、小売業 18

金融業・保険業

内
訳

（社）

0 100.0% 0

9 2 48.6% 18

0 75.0% 4

運輸業、通信業 6

区　　分

支給
している

支給内訳 支給
していない

実費 定額・定率 その他 支給率

（社） （社） （社） （社） （％）

総　　　計 96 24 61 11 64.9% 52

16 66.7% 56

19 5 12 2 55.9% 15

金融業・保険業 3 2 1

76

3

6,921

11



【表20　生理休暇】

【表21　産前産後休暇】

★用語の説明

19 94.5 3 4 12 15 2 12

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等 17 77.2 3

0

2 12 20

9

5 89.0 0 0 5 2 0 2

2 0 0 0

4

総　　　計 76 106.7 10 11 55 73 10 59

内
訳

73 112.6 11 12 51 91 12 37

18 93.6 2 2 14 18 2 16

6 205.3 0 2 4 10

区　　分
あり

その他

　表２１を見ると、「産前産後休暇」については、「あり」の事業所が多い結果となっています。
　「あり」の場合、「無給」が「有給」・「一部有給」より多い傾向にあります。
　また、「なし」の場合、「予定なし」が多い傾向にあります。

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

内
訳

建設業

製造業

3

なし

「なし」の場合の
産前・産後休暇制度の

実施予定最大取得
日数

有給・無給の状況

有給
一部
有給

無給
検討中 予定なし

（社） （日） （社） （社） （社） （社） （社） （社）

16 20

3

5 2

なし

（社） （社）

13 21

2 1

6

13 25

13

5 2

総　　　計

運輸業、通信業

　表２０を見ると、「生理休暇」については、前回調査同様「なし」の事業所が多い傾向にあり
ます。

５．諸制度実施状況

90

61 102R１年調査時

あり区　　分

R１年調査時

建設業

製造業

運輸業、通信業

卸売業、小売業

60

3 98.0 1 0

卸売業、小売業

4

5 1 3

15

その他 4

98.0 0 0 4

98.0 1

産前・産後休暇制度

出産のための休暇のこと。産前は６週間（多胎妊娠の場合14週間）、産後は８週間の休
業期間のことを言います。
（産前は本人の請求により与え、産後は本人の請求の有無に関係なく与える必要があり
ます。）

1 2 3 1 2

12



【表22　育児休業制度】

★用語の説明

【表23　介護休業制度】

★用語の説明

　表２３を見ると、「介護休業制度」については、前回調査同様「なし」の事業所が多い結果と
なっています。
　「あり」の場合、「無給」が「有給」・「一部有給」より多い傾向にあります。
　また、「なし」の場合、「予定なし」が多い傾向にあります。

内
訳

59 137.4 4 6

1 1 1 16

4 1 3 0

7 0

介護休業制度
介護を必要とする家族を有する労働者が退職することなく一定期間休業し、介護専念後
に復職することを定めた制度。

4 90.0 0 0 4 0 0 0 4

14 59.6 2 2 10 0 0 5

0 3

0 0 0 0

内
訳

68

11 0 314

0 3 10 0 4 0 2

0

検討中 予定なし

93.0 0 0 2 9

5 93.0 0 0

16

12 69.5

（社） （日） （社）

0

3

107

25 0 0

総　　　計 63 108.5 3 10 50 1 1 13 65

その他 5 418.8 0 0 5 0 0 2 1 1

育児休業制度
乳幼児が満１歳になるまでの間、労働者が退職することなく、一定期間休業し、育児専
念後に復職することを定めた制度。

区　　分
あり

1

17

2 93.0 0 0 2

1 1

5

6 15

47 0 0 21 42

18 117.5 1 2 15

（社） （社） （人） （人） （社） （社）

なし

22

14

最大取得
日数

有給・無給の状況 制度の
利用状況

（前年度実績）

有給
一部
有給

無給
男性 女性

5 277.5

0 2

13 260.5 0 5 8 0 0 3 16

0 10

5 529.0 0 0 5

2 0 112 856.5 0 0

2

卸売業、小売業

（社） （社） （社） （人） （人）

0 17

0

15

14 61

最大取得
日数

有給・無給の状況 制度の
利用状況

（前年度実績）

有給
一部
有給

19

　表２２を見ると、「育児休業制度」については、前回調査同様「なし」の事業所が多い結果と
なっています。
　「あり」の場合、「無給」が「有給」・「一部有給」より多い傾向にあります。
　また、「なし」の場合、「予定なし」が多い傾向にあります。

区　　分
あり なし

「なし」の場合の
育児休業制度の

実施予定

無給
男性 女性 検討中 予定なし

（社） （日）

0

1

（社）

399.8 1 1 17 0 1 3

R１年調査時 98

建設業 17

4

製造業 110 2 3 0

（社）

総　　　計 67 446.0 2 10 55

40

379.9

運輸業、通信業 2

（社）

「なし」の場合の
介護休業制度の

実施予定

その他 4 252.3

0 0

卸売業、小売業 21

金融業・保険業 1

医療・福祉 5

サービス業等 23

86

R１年調査時

建設業 18

製造業

―

金融業・保険業 1

医療・福祉 5

サービス業等 23

12

運輸業、通信業

（社）

82

23

0 0 4 0 2

505.4 2 11 52 0

13



【表24　定年制】

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

【表25　再雇用制度】

★用語の説明

　表２５を見ると、「再雇用制度」については、「あり」の事業所が多くなっています。
　その場合の「再雇用」は、「パートタイム労働者（嘱託・臨時職員含む）」・「その他（契約
社員等含む）」がほぼ同じ傾向にあります。

　表２４を見ると、「定年制」については、「あり」の事業所が多くなっています。
　また「定年延長」は、年齢が高くなっています。

運輸業、通信業 4

卸売業、小売業 20

金融業・保険業

1

6

なし

（社）

総　　　計 87 62.2 20

（社）

78 36

2 2

39

R１年調査時 78

製造業 7

95

21

60.3 65.4 26

医療・福祉 5

サービス業等 21

その他 6

4 2 2 0

卸売業、小売業 19 9 8 1

金融業・保険業 2 1 1 1

運輸業、通信業

63.0 6 62.0 67.6 7 6 16

内
訳

62.6 1 60.0 65.0 2 4 9

60.0 0 ― ― 1 3 3

3

62.9 4 60.0 65.0 7 9

19 61.0 66.2 35 35R１年調査時 71

建設業 63.3 5 60.0 65.0 7 9 15

区　　分
あり 平均

年齢

定年延長について

最近
延長した

延長を
検討中

延長の
予定なし延長前 延長後

（社） （歳） （社） （歳） （社） （社）

62.1

39 62

14

61.7 1 60.0 65.0 0 2 0

62.0 2 60.0 65.0 1 2 4

62.0 1 60.0 65.0 1 4 1

区　　分
あり なし

パートタイム
労働者

（嘱託・臨時職員含
む）

その他
（契約社員等含む）

（社） （社） （社）

総　　　計

内
訳

サービス業等 19 11 8 1

その他 6 2 5 0

医療・福祉 4 2 2 1

24 15

建設業 19 7 11 1

製造業 5

51

定年後の再雇用制度
いったん定年退職した従業員が就業可能となった場合、再び元の事業主に雇用される制
度。
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【表26　退職金制度】

【表27　社会保険等】

R１年調査時

建設業

製造業

卸売業、小売業

金融業・保険業

建設業

製造業

運輸業、通信業

11 4 5 2 1 2 0

35

区　　分

　表２７を見ると、「社会保険等」については、「あり」の事業所が約９５％と多くなっています。

総　　　計

内
訳

R１年調査時

医療・福祉

内
訳

その他

　表２６を見ると、「退職金制度」については、「あり」の事業所が多くなっています。
　「活用している制度」としては、前回調査同様、「中小企業退職金共済制度」の利用が多くな
っています。

区　　分

総　　　計

0 0 2

24 6 16 0 2 0 1 10

サービス業等

7 3 2 0 1 1 2 2

24 5 15 1 4 2

医療・福祉

サービス業等

あり なし
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

134 135 131 7

158 141 140

その他

（社） （社） （社） （社） （社） （社）

143

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

32 30 30 28 28 2

3 3 3 3 3

（社） （社） （社）

112 29 63 22 10 11 7 38

116 32 60 21 12 10 3 51

あり なし
自社制度

中小企業
退職金
共済制度

建設業
退職金
共済制度

特定
退職金
共済制度

生命保険
会社の
企業年金

その他

（社） （社） （社） （社） （社）

32 7 18 19 2 5 2 4

0 0 0 0

0 14

6 1 2 0 0 1 2 1

3 2 1 0

5

5 1 4 0 0

135 135 9

36 36 36 35 36 0

136

15 13 14 13 12 1

7 7 7 7 7 0

0

8 8 7 8 7 1

32 30 34 31 3

7 7 7 7 7 0
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【表28　福利厚生－各種制度】

【表29　福利厚生－健康診断】 【表30　福利厚生－がん検診】

　表２８を見ると、「各種制度」については、「あり」の事業所が多い傾向にあります。
　「実施している制度」としては、前回調査同様、「慶弔見舞金給付」が最も多く、次いで「被
服食事代等助成」が多い傾向にあります。

1 0

建設業 27 1 6 26 12 3 6 9 0

4 1

運輸業、通信業 5 2 0

卸売業、小売業 3 12 2

0 2

20 0 3 19 0 1

22 6

被服
食事代
等助成

福利厚生
施設

その他

内
訳

R１年調査時

建設業

製造業

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

その他

総　　　計

内
訳

その他 6 1 1 5 1 2

（社） （社） （社） （社） （社） （社）

0 4 1

2 13 0

製造業 11 1 1 10 4 1 0

金融業・保険業 2 0 0 2 0 1 0 1

0

区　　分
あり なし

3

R１年調査時 101 9

0

医療・福祉 6 0 0 6 0 0 0 3 0

サービス業等 23 1 3

あり なし あり なし

（社） （社） （社） （社）

142 25 55 110

35 1 9 27

12 4 5 10

7 0 2 5

30 4 14 20

3 0 3

（社）

0

　表２９を見ると、「健康診断」については、約８９％の事業所が「あり」となっています。
　また、表３０を見ると、「がん検診」については、約６８％の事業所が「なし」となっていま
す。

区　　分

（社） （社）

88 38 11 18 59 5

133 17 47 101

2

15

検討中住宅資金
貸付

生活資金
貸付

慶弔
見舞金
給付

総　　　計

100 4 14 94 24 10 13 45

0

8 1 3 6

31 7 10 27

7 0 1 6
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【表31　教育訓練（研修）】

総　　　計

　表３１を見ると、「教育訓練（研修）」については、「実施している」の事業所がやや多くな
っています。
　「実施している制度」としては、前回調査同様、「会社独自」が最も多い傾向にあります。
　「実施していない」の事業所のうち、「実施予定」について回答のあった事業所については、
前回調査同様、「予定なし」が最も多くなっています。

製造業

運輸業、通信業

6

（社） （社） （社） （社）

実施予定
なし

内
訳

R１年調査時

建設業

医療・福祉

6 0 0 9 0 1 8

89 65 8 30 76 1

区　　分

（社） （社）

金融業・保険業

卸売業、小売業

5 3 1 1 2 0 0 1

16

7 7 0 1 2 0 0 2

18 12 0 6

1 1477 58 3 23 72

（社）

12 31

実施
している

実施
していない会社独自

商工
会議所

その他
実施予定
あり

検討中

50

（社）

18 9 0 10 18 1 6 10

14 2 5 18 0 4 13

3 3 0 0 0 0 0 0

20 0 2 14サービス業等

その他 4 4 0 0 3 0 1 2
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【表32　新規学卒者採用状況（令和３年４月採用）】

【表33　中途採用状況（令和３年４月から令和３年１２月まで）】

６．採用状況

0 1 0

1 1 1 0

17 16 5 2 2 1 1 27

6

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

3 0

建設業

　表３２を見ると、「令和３年度新規学卒者採用状況」については、「採用した」事業所は１７
社に留まっております。
　「採用した」場合、「高校卒」が多い傾向にあります。

男性 女性 男性 女性 男性 女性

（社） （人） （人） （人）

1 11

（人）

0 0 0 2

15

0

運輸業、通信業

採用
した

卸売業、小売業 0 0 0 0 0 0 0 0

（人）

製造業 1 2 0 0 0 0 0 2

7 5 3 4 2 2 23

9

R１年調査時

総　　　計

内
訳
金融業・保険業 1 0 2 0 0 1 0 3

医療・福祉 3 0 1 0 2 0 0 3

10 11 8 11 11043

R１年調査時

総　　　計

内
訳

その他

53 2 1 25 28 19 25 13 25 19 16 9 5 187

建設業 1 0 3 0 11

1

製造業 3 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5

運輸業、通信業 4

1 2 30

卸売業、小売業 8 0 0 1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 13

金融業・保険業 1 0

1

0 0 0 02 0 0 0 0

（人） （人）

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

サービス業等 4 2 1 1 0 0 0 4

　表３３を見ると、「中途採用状況」については、「４０代」の採用が多い傾向にあります。
　産業分類別に見ると、「医療・福祉」が最も多く、次いで「サービス業等」の中途採用人数が
多い傾向になっています。

区　　分

採用
した

高校卒
専門学校・
短期大学卒

大学卒
合計

0 0

0 0 0

５０歳代 ６０歳代～
合計

その他 1 2 0 0 0 0 0 2

区　　分

2 2 3 1 0 3 0 1 0 12

8 2 0 2

2 0 0 0

男性 女性 男性 女性

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0

（社）

7 14 10 11 5 20

2

医療・福祉 5 0 0 0 1 3 4 1 8 1 7 2 9 36

サービス業等 12 0 2 6 3 2 1 5 3 4
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【表34　新規学卒者採用見込み（令和４年度）】

【表35　離職状況（令和３年１月～令和３年１２月まで）】

　表３４を見ると、「令和４年度新規学卒者採用見込み」については、「採用予定あり」の事業
所は減少傾向にあります。
　採用枠としては、「専門学校・短期大学卒」・「高校卒」の予定が多くなっています。
　産業分類別に見ると、「金融業・保険業」・「医療・福祉」の採用予定人数が多い傾向になっ
ています。

製造業 0 0 0 0 0

0

2 0

卸売業、小売業 0 0 0 0 0

医療・福祉 2 1 2 1 0 6

R１年調査時

建設業

製造業

　表３５を見ると、「離職状況」については、「離職者なし」が多い傾向にあります。
　また、「離職者数」については、「離職者数」・「うち入社３年以内の離職者」ともに、「サ
ービス業等」が多い傾向にあります。

女性 男性 女性 男性 女性

（人） （人）（社）

男性

3 3 6 4 2 23

内
訳

その他 1 0

1

区　　分

採用
予定
あり

高校卒
専門学校・
短期大学卒

大学卒
合計

総　　　計

運輸業、通信業 0 0

（人）

12 5

16 17

3 2

1 1

1

2 33

建設業 0 0 1

1 1

（人） （人） （人） （人）

0

2 6

3 1

5 30 15 11

5 15 2

17 4

0 1 2 1

サービス業等 18 53 27 20

卸売業、小売業

0 0 0 1 0 1

サービス業等 1 1 1 1 0 5

0

金融業・保険業

運輸業、通信業

24

R１年調査時 6 3 5

0 30

20 12 24

金融業・保険業 1 2 0 2

医療・福祉 5

0 0

1

0 0 0

12 18 8

区　　分

離職者
あり

離職者
なし離職者数 うち入社

３年以内
の離職者

（社） （人） （人） （社）

総　　　計 60 184 85 90

内
訳

37 ― 113 124

2

10

37

その他 4 9 4 3
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【表36　障がい者の雇用】

【再掲】　【表４　常用従業員数－年齢別】

★用語の説明

　表３６を見ると、「障害者雇用率制度」については、約６８％の事業所が「知っている」と回
答しています。
　また、「障害者雇用率制度の制度改正」については、「知らない」が多い傾向にあります。
　「障がい者雇用（増員）予定」については、大半の事業所が「予定なし」と回答しています。
　表４を見ると、全体に占める「障がい者」の割合は２．３％となっています。

医療・福祉 2 29 55 110 77 29 12

3 6 18

製造業 2 40 54 71 82

28 41

72 23 344 50 8

R１年調査時 23 373 474 772

119 0 0

296 140 108

100.0% 2.5% 2.3%

総　　　計 2,007 51 47

2,645 78 71

100.0% 2.9% 2.7%

383 1 4

1 34

その他 0 7 4 3 3 4 0 1 6

1 1 1 1

2 7 5 4 3

合計の内

（人） （人）

1,16416 144 154 306

（人）

10 13

卸売業、小売業 1 24 26 58 61 16 25

金融業・保険業 0 22 10 21 8 3 0

運輸業、通信業

594 223 186

構成比 0.9% 14.1% 17.9% 29.2% 22.5% 8.4% 7.0%

建設業 8 53 34 88 98 63 39

12.0% 7.8%構成比

18

5 2

（社） （社） （社） （社） （社）

総　　　計 22 126 100 48 61

6

知らない

（社）

87

建設業

内
訳

34 129 104 56 72 87 5 30 124

6

5

金融業・保険業

医療・福祉

製造業

運輸業、通信業 3

11 9 7 4 12

0

検討中 予定なし

（社） （社） （社）

7 16 125

0 0

20 0 2 34

2 2 12

74

民間企業、国、地方公共団体は「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、法定雇
用率以上の割合で身体障害者・知的障害者・精神障害者を常用労働者として雇用するこ
とが義務付けられています。
令和３年３月１日から、常用労働者数43.5人以上の民間企業の法定雇用率は2.3％と
なっています。
なお、令和３年の実雇用率は2.20％で、対前年比0.05ポイント上昇しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は47.0％で、対前年比1.6ポイント低下しています。

障害者雇用率制度

8 295 32 26 11

男　　性

19 251 272 552 516 240 157

0.9% 12.5% 13.6% 27.5% 25.7%

843 50

R１年調査時

サービス業等 19 0

女　　性 3 107 118 246 220 100 1349

7

区　　分

障がい者の
雇用状況

「障害者雇用率制度」
について

「障害者雇用率制度」
の制度改正について

障がい者を
雇用（増員）する予定

雇用
している

雇用
していない

知って
いる

知らない
知って
いる

予定あり

29

0 3 2 1 2

3 30 25 8 12 21

30 24 12 16

0

0

（人） （人） （人） （人） （人）

6 2

1

3

64 0 0

314 0 2

区　　分

19歳
以下

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

60～
64歳

65歳
以上

合計
外国人 障がい者

（人）

卸売業、小売業 2 2

（人）

0

サービス業等 1 57 60 153 128 36 39 474 0 30

内
訳 211

その他 2 20 15 23 21 11 6 98

20



【表37　外国人の雇用状況（技能実習生含む）】

【外国人を雇用していない理由】

9 11

サービス業等 5 7

11

建設業 10

0

2

その他 0 1 0 0 4 1

卸売業、小売業 2 4

区　　分

在留資格や
受入れに
かかる法令
など、

手続きが不明

文化や
生活習慣、
言語が

異なるため

受入れコスト
（宿舎、日本
語教育等）が
かかるため

不法行為や
犯罪等の
発生が

心配される
ため

業務に
必要性が
無いため

その他

（社） （社） （社） （社） （社） （社）

総　　　計 24 28 23 3 82 10

2

金融業・保険業 0 1 0 0 1 0

医療・福祉 0 1 1 0 8 0

18 19 6 98

3

製造業 4 3 4 0 7 2

運輸業、通信業 3 2 1 0

5 1 20

外国人を雇用（増員）する予定

予定あり 検討中 予定なし

（社） （社） （社）

2 10 133

3 13 135

区　　分

内
訳

1 1 22

4

R１年調査時 19

1 16

サービス業等

その他

総　　　計

内
訳

R１年調査時

建設業

製造業

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

0 2

雇用
している

雇用
していない

（社） （社）

総　　　計 4 144

　表３７を見ると、「外国人の雇用状況（技能実習生含む）」については、大半の事業所が「雇
用していない」と回答しています。
　「外国人を雇用していない理由」としては、「業務に必要性が無いため」が多い傾向にあります。
また、「外国人を雇用（増員）する予定」については、約９２％が「予定なし」と回答しています。
　表４を見ると、全体に占める「外国人」の割合は２．５％となっています。

区　　分

内
訳

5 162

2 34

1 15

0 7

1 32

0 3

0 9

0 37

その他 0 7

R１年調査時

建設業

製造業

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

34

1 1 13

0 0 7

0 4 28

0 0 3

0 0 9

1 2 33

0 1 6
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【表38　現在の労働力】

【不足している場合】

　表３８を見ると、「現在の労働力」については、「充足している」事業所が約５７％となって
います。
　「不足している職種」は、「技術系」が多い傾向にあります。
　「人材の確保や定着に向けた取り組み」は、「労働条件の改善」・「業務の効率化」が多い傾
向にあります。

サービス業等 9 2 1 3 2 5 2 0

その他 2 0 0 0 2 0 1 0

金融業・保険業 1 0 0 0 0 0 2 0

医療・福祉 0 0 0 0 2 1 1 0

1 1 3 0 0

運輸業、通信業 1 1 0 0 0 0 1 0

卸売業、小売業 5 1 1 1 1 3 3 0

総　　　計 34 5 6 9 13 17 11 2

内
訳

R１年調査時 34 8 4 9 15 17 10 1

建設業 13 1 3 4 5 5 1 2

製造業 3 0 1

2 1

区　　分

人材の確保や定着に向けた取り組み

労働
条件の
改善

定年の
延長

退職金
制度の
導入

福利厚生
の充実

教育訓練
（研修）
の充実

業務の
効率化

特に
考えて
いない

その他

（社） （社） （社） （社） （社） （社） （社） （社）

区　　分

総　　　計

内
訳

R１年調査時

不足している職種

12 36 29

運輸業、通信業

卸売業、小売業

0 2 3

運輸業、通信業 0 3 1

金融業・保険業

サービス業等

その他

医療・福祉

製造業

3 4 5

0 15 9

製造業

建設業

現在の労働力

不足している 充足している 過剰である

（社） （社） （社）

60 83 2

65 98 2

20 16 0

5 10 0

3 3 0

11 22 0

3 0 0

3 5 1

11 24 1

4 3 0

区　　分 事務系 技術系 労務系

（社） （社） （社）

総　　　計 11 33 25

内
訳

R１年調査時

建設業

卸売業、小売業

金融業・保険業 3 0 0

医療・福祉 0 3 0

サービス業等 4 4 6

その他 1
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【表39　パートタイム労働者の雇用状況】

【表40　パートタイム労働者の従業員数・時給額（平均）】

　表３９を見ると、「パートタイム労働者」を「雇用している」事業所が多い結果になっています。
　また、「サービス業等」が多い傾向にあります。

　表４０を見ると、「従業員数」については、「サービス業等の労務系」が多い傾向にあります。
　「６５歳以上」については、「パートタイム労働者従業員数」の約２７％となっています。
　また、「平均時給額」は、「技術系男性」が高い傾向にあります。

7 115 11 985 1,030 939

0 0 0 0 ― ― ―

0 0 9 3 881 ― 881

36 19 169 54 936 922 950

149

11

区　　分

パート
タイム
労働者
数

運輸業、通信業

14

7

サービス業等

その他 8

43

5

433

28 9 15 1

卸売業、小売業 20 15

0

0

技術系 43 19 50 15

0 0 0 0

8

総　　　計 99 69

内
訳

R１年調査時 111 79

93

金融業・保険業 1 2

39

1

1

3

1

0

建設業 15 22

（人）

4 4

（人） （人） （人）

製造業 12 5

（人）

7

７．パートタイム労働者の雇用状況

区　　分 雇用している 雇用していない

（社） （社）

55

950 ― 950

3 0 52 1 921 902

製造業

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

3

9

939

1 0 13 1,045 920 1,169

0 952 ― 952

建設業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

その他

0

19

139

675

24

42 9 5 33

運輸業、通信業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

その他

5

205

9

4

52

平均
時給額男性 女性 男性 女性うち

6５歳以上
うち

6５歳以上

医療・福祉 8 2

サービス業等 33 17

その他 6 2

（円） （円） （円）

事務系 17 7 132 7 972 973 983

内
訳

建設業 2 1 9 3 1,018 1,060 976

0 0 9 0 911 ― 911

0 0 3 0

0

2 1,055 1,096 1,014

2 1 6 1 922 890 954

1,164 1,214 1,006

内
訳

建設業 1 1 0 0 1,875 1,875 ―

製造業 0 0 1 0 900 ― 900

3 3 0 0 ― ― ―

1 1 0 0 1,100

1,235

2 2 3 1 1,004 1,067 942

996 1,044 947

1,100 ―

― ― ―

3 31 13 1,110 986

労務系 77 38 356 97 992 1,096 919

内
訳

10 9 9 2 1,143 1,326 959

製造業 4 1 48 23 1,152 1,400 903

運輸業、通信業 1 0 4 2 950 1,000 900

2 2 2 2 900 900 900

合計・平均時給額 137 64 538 119 1,042.6 1,094.7 969.2

R１年調査時 369 102 676 131 1,060.8 1,254.0 970.31,045
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【表41　現在の労働力(パートタイム労働者)】

【不足している場合】

　表４１を見ると、「現在の労働力（パートタイム労働者）」については、「充足している」事
業所が約７５％となっています。
　「不足している職種」は、「労務系」が多い傾向にあります。
　　また、「人材の確保に向けた取り組み」は、「労働条件の改善」が多い傾向にあります。

0 1 1 0

サービス業等 2 2 8 6 2 2 4 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0

卸売業、小売業 1 0 5 5 0 0 1 0

金融業・保険業 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 6 0

内
訳

R１年調査時 6 11 25 21 5 7 9 1

建設業 0 0 1 1 0 0 0 0

製造業 0 1 2 3 0 1 0 0

（社） （社） （社） （社） （社）

0 6 0

0

3 9 0

1 3 0

6 14 0

0 1 0

2 5 1

（社） （社）

労働
条件の
改善

福利厚生
の充実

教育訓練
（研修）
の充実

特に
考えて
いない

その他

製造業

運輸業、通信業

24 74 1

区　　分

現在の労働力

0

医療・福祉 0 1 1 0

総　　　計

内
訳

R１年調査時

建設業

卸売業、小売業

金融業・保険業

医療・福祉

サービス業等

その他

不足している 充足している 過剰である

（社） （社）

11 22 0

（社）

40 77 1

1 14

（社）

区　　分

不足している職種

総　　　計 3 4

人材の確保に向けた取り組み

事務系 技術系 労務系

18 15

運輸業、通信業 0 0 1
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【表42　パートタイム労働者を雇用している理由】

【再掲】　【表３　従業員構成割合―雇用形態別】

医療・福祉 1 0 1 1 1 5 1

サービス業等 6 5 2 2 10 27 1

その他 1 0 2 1 0 3 0

0

卸売業、小売業 4 3 1 3 1 17 1

金融業・保険業 1 0 0 0 1 0 0

内
訳

R１年調査時 16 27 16 10 27 76 4

建設業 1 3 4 1 5 8 1

製造業 3 3 0 0 6 8 1

運輸業、通信業 0 0 1 0 1 2

区　　分

一般労働
者の採用
が困難な
ため

人件費が
割安と
なるため

資格・
技能を
持つ人を
必要と
する

再雇用
として

忙しい
時期だけ
雇用でき
るため

仕事の
内容が
パートで
間に合う

その他

（社） （社） （社） （社） （社） （社） （社）

総　　　計 17 14 11 8 25 70 5

建設業

R１年調査時

構成比 74.8% 25.2% 100.0%

内
訳

2,645 1,045 3,690

71.7% 28.3% 100.0%

383 31

製造業

構成比

1,164 137 1,301

843 538 1,381

総　　　計 2,007 675 2,682

区　　分
常用従業員

パートタイム
労働者

（臨時・嘱託含む）

合計

（人） （人） （人）

414

男性 339 13 352

女性 44 18 62

男　　性

女　　性

344 62 406

男性 158 4 162

女性 186 58 244

運輸業、通信業 119 11 130

男性 104 4 108

女性 15 7 22

卸売業、小売業 211 195 406

男性 115 28 143

女性 96 167 263

金融業・保険業 64 14 78

男性 28 1 29

女性 36 13 49

医療・福祉 314 55 369

男性 86 8 94

女性 228 47 275

247 73 320

女性 227 217 444

サービス業等 474 290 764

男性

その他 98 17 115

男性 87 6 93

女性 11 11

　表４２を見ると、「パートタイム労働者を雇用している理由」については、前回調査同様「仕
事の内容がパートで間に合う」が最も多く、次いで「忙しい時期だけ雇用できるため」が多くな
っています。
　表３にあるように、パートタイム労働者の雇用割合が大きい「サービス業等」において、この
ことが顕著であることが読み取れます。
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【表43　パートタイム労働者の平均勤続年数】

【表44　パートタイム労働者の労働条件①】

　表４３を見ると、「パートタイム労働者の平均勤続年数」について、「５年以上」が最も多く、
次いで「１年以上～５年未満」が多くなっています。

R１年調査時

2 0

15

1 0 0

3 15

なし
正社員
の

規則を
摘要

正社員
の

規則に
パート
規定

（社）

総　　　計

内
訳

（年） （人） （人） （人）

7.7 82 176 403

運輸業、通信業

卸売業、小売業 7.1 35 36 103

金融業・保険業 10.0 1 3 10

8.6 191 415 403

建設業 9.8 3 6 20

製造業 9.2 2 10 49

2.8 0 6 0

40

医療・福祉 8.7 12 24 31

サービス業等 7.8 26 88 182

仕事の内容

（社） （社） （社） （社） （社） （社）

パート
タイム
労働者
専用

（社） （社）

その他 6.4 3 3 8

　表４４を見ると、「パートタイム労働者の仕事の内容」については、前回調査同様「正社員の
補助」が多くなっています。
　「パートタイム労働者の契約方法」については、前回調査同様、「書面による契約」が多くな
っています。
　「パートタイム労働者の就業規則」については、前回調査同様、「あり」が多くなっています。

（社）

総　　　計

区　　分

契約方法 就業規則

正社員
の
補助

独立
した
仕事

その他
書面
による
契約

口頭
による
契約

あり

28 40 28 8 57 32 16 7

（社）

61 37

正社員
と
同じ

運輸業、通信業 2 0 1 0 2 1 1 0

製造業 8 4

R１年調査時 21 46 32 13 65 25 19 14

建設業 4 6 5 0 6 2 4 0

68 43

6 12 10 2 0

8 5 2 0

49

6 9

8 4 2 2

9

4

1 2 1

15 5 5

1 0 0

6 2 0

2018

卸売業、小売業 8 8 5 0 15 7 5 2

金融業・保険業 1 0 0 0 1

5 15

4 4 4 1

その他 2 3 3 0 6 0

サービス業等

医療・福祉 2 4 2 1

8

内
訳

区　　分

平均
勤続年数

雇用人数

１年
未満

１年以上
～

５年未満
５年以上

26



【表45　パートタイム労働者の労働条件②】

【表46　パートタイム労働者の労働条件③】

4

8 8 10

50

（社）

区　　分

社会保険 雇用保険
退職金
制度

年次
有給休暇

定期昇給
賞与

（一時金）
交通費 健康診断

あり あり

10

9 8

製造業 6

総　　　計 29 55 8 50 29 33

1 5 2 6 5

3 9 2 7 4 4 7

医療・福祉 3 3

11 5サービス業等 0 0 9 13 5

建設業 5 6 1 5 0 3

295

建設業

0 0 0 0 1 0

0 3 2 1 2 0

4 0

0

0

1 3 4 8 46 6 20 6 0

0 2

５日

34

38 12

14

0 1 2 7 2 0

８時間
以上

（社） （社） （社） （社） （社） （社）

　表４５を見ると、「パートタイム労働者の１週間の就労日数」については、前回調査同様「５日」
が最も多くなっています。
　「パートタイム労働者の１日の就労時間」については、「５～６時間」が最も多くなっています。

（社） （社） （社）

６日

8 19 21

（社）

8 19

１日の就労時間

0

4 23 31 25 29 0

0 3 2 4 6 0

1

1 0

21 24 27 25

（社）

0

２時間
未満

２～４
時間

４～５
時間

５～６
時間

６～８
時間

運輸業、通信業 1

0

0 0 0 1 0

0 1 7

卸売業、小売業 0

0 1 0 0 1

0

2 4 1 8 0

２日 ３日

総　　　計 2

区　　分

１週間の就労日数

１日

（社）

４日

6 0

0 0 0 2

あり あり あり あり

（社） （社） （社） （社） （社） （社）（社）

0 0 1 2 2

7

　表４６を見ると、「パートタイム労働者の労働条件」としては、「雇用保険」・「年次有給休
暇」・「交通費」・「健康診断」については、他の制度や手当に比較し多く実施されています。
　「退職金制度」については、他の制度や手当に比較し実施されていない傾向となっています。

その他 1

5 5

60

内
訳

R１年調査時 36 68 10 53 38 32 65

その他 4 5

サービス業等 6 15 0 13 11 9 23

運輸業、通信業 0 0 0 1 0 0 1

金融業・保険業 1 1 0 1 1

6

47

あり あり

0

卸売業、小売業 7 14

3 5 1 4

内
訳

R１年調査時

3 14

0

製造業 0 1 3 1 5 2

金融業・保険業 0

医療・福祉

13

6

0 1 1
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【表47　事業継承】

【表48　雇用調整助成金】

　表４８を見ると、「雇用調整助成金」については、「受給していない」が多い傾向にあります。
　また、「受給した」については、「サービス業等」が多い傾向にあります。

3

24 3 24

卸売業、小売業

1 6

製造業 4 7 9 1 2 6

0金融業・保険業 3

3 1 0 2

総　　　計 55

27

48

内
訳

R１年調査時 86 43

区　　分

事業の後継者 （「いない」場合）今後の予定

いる 検討中 いない 廃業する
売却を
検討
している

その他

（社）

R１年調査時

区　　分 受給
した

受給
していない

（社） （社）

1 13

サービス業等 11 82

12

その他 2 14

９．雇用調整助成金

雇用調整助成金

28 218

― ―

建設業 3 39

製造業 4 14

運輸業、通信業 3 8

卸売業、小売業 4 45

金融業・保険業 0 3

総　　　計

内
訳

医療・福祉 2 2 7 2 1 4

サービス業等 19 27 51

その他 9 3 5 3 1

医療・福祉

86 51

115 1361 74

15

0

2

0 0 0

運輸業、通信業 4

11 10 20建設業

9 22 20 12 5 4

（社） （社） （社） （社） （社）

８．事業継承

　表４７を見ると、「事業の後継者」については、「いない」の事業所が多い傾向にあります。
　また、「（いない場合）今後の予定」については、「廃業する」の事業所が多い傾向にあり、
「その他」の回答としては、「未定」・「検討中」・「不明」・「まだ必要がない」・「貸すこ
とを検討している」などがあります。
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Ⅲ　（参考）令和３年度伊達市労働実態調査票
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〈 記入上の注意 〉

※この調査結果については、個別に公表することは一切ありません。

整理番号

令和３年度伊達市労働実態調査票

○この調査は、原則として令和３年１２月３１日現在で記入してください。

○この調査は、伊達市内にある事業所を対象にしています。市外の本店・支店は含めないでください。

○市内に本社と支社がある場合は、市内の本支店分を一括して取りまとめてください。

所在地 　伊達市

電話番号 （０１４２）　　　－ ＦＡＸ （０１４２）　　　－

○回答は該当する番号に○印を付けるか、該当欄に記入してください。

○調査票の返送につきましては、業務ご多忙の折り恐縮ですが、３月３０日（水）までに、同封の

　返信用封筒にて、調査票のみご返送をお願いします。

○※印の用語の説明については別紙「～用語の説明～」をご覧ください。

１．事業所の概要

事業所名

労働組合  １．あり　　２．なし

就業規則
（常用従業員）

 １．あり　　２．なし

２．従業員（常用従業員※９、パートタイム労働者※10）の雇用

 １．雇用している 　 ➡　「３．従業員数の内訳」へお進みください。

記入者
（所属名）

（氏　名）

業種
（一つだけ）

　１．建設業※１　　　　　　 ２．製造業※２　　　　　　 ３．運輸業，通信業※３

　４．卸売業，小売業※４　　 ５．金融業・保険業※５　　 ６．医療・福祉※６

　７．サービス業等※７　　　 ８．その他※８ （　　　　　　　　　　   　）

男性 人 人 人 人

 ２．雇用していない　➡　雇用していない場合は８ページへお進みください。

３．従業員数の内訳

注１．常用従業員数のみご記入ください。なお、従業員数から代表者及び役員は除いてください。

常用従業員以外については「８．パートタイム労働者の雇用状況」でお聞きします。

区分
市内の本支店分

19歳
以下

20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

人 人 人 人 人 人

60～
64歳

65歳
以上

合計 うち
外国人

うち
障がい者

合計 人 人 人 人

女性 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人人
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 ２．なし

（２）休日・休暇（常用従業員についてご記入ください。）

６．その他（　　　　　　）

休憩時間 　　　 １日　　　　時間　　　　分

時間外
勤務時間

  一人当たり１ヶ月平均

　　　　　　　　　　時間　　　　分

変形労働時間

制※12の導入

 １．ある　➡　（実施形態）　１．１年単位※13　　 ２．その他（　　　　　）

４．労働時間・休日等

（１）労働時間（常用従業員についてご記入ください。）

所定労働

時間※11

 １．　１日　　　　時間　　　　分 ※休憩時間を除いた労働時間

 ２．　１週　　　　時間　　　　分 ※週によって異なる場合は４週の平均時間

（実施予定）

１．あり　 　２．なし

祝日
 祝日を休日としていますか

 １．全部休日　　　２．一部休日　　　３．休日としていない

区　分 内　　　容

休日

週休

 週休２日制を実施していますか

 １．実施している　　➡ １．完全週休２日制　　　２．４週８休制

３．月３回以上　　４．隔週　　　５．月２回以下

 ２．実施していない　➡

年次有給

休暇※14

 １．ある　➡　付与日数（　　　　）日　　　平均取得日数（　　　　）日

 ２．ない

５．賃金・手当等

（１）給与（基本給※15）

注１．常用従業員について、各年齢該当者の月額基本給の平均をご記入ください。

年末年始休暇
 １．ある　➡　日数（　　　）日(令和３年実績)

 ２．ない

特別休暇
（夏季）

 １．ある　➡　日数（　　　）日(令和３年実績)

 ２．ない

女性

10歳代 円 円 円 円 円 円

注２．該当者がいない場合、給与規定等により想定の賃金をご記入ください。

区分
事務系※16 技術系※17 労務系※18

男性 女性 男性 女性 男性

円

30歳代 円 円 円 円 円 円

20歳代 円 円 円 円 円

円

50歳代 円 円 円 円 円 円

40歳代 円 円 円 円 円

円60歳代 円 円 円 円 円
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➡

（２）一時金（賞与）（常用従業員についてご記入ください。）

夏季手当

 １．ある　➡　　 平均支給率　　　　　　　ヶ月分

平均支給額　　　　　　　　　円

 ２．ない

年末手当

 １．ある　➡　　 平均支給率　　　　　　　ヶ月分

平均支給額　　　　　　　　　円

 ２．ない

決算手当
又は

年度末手当

 １．ある　➡　　 平均支給率　　　　　　　ヶ月分

平均支給額　　　　　　　　　円

 ２．ない

（３）諸手当
※19

（常用従業員についてご記入ください。）

注１．一人あたりの支給額（月額）をご記入ください。

注２．現物支給の場合は、現物換算額をご記入ください。

燃料手当

 １．ある　➡　　 世 帯 主（　　　　　　　円） 燃料手当の支給月

準世帯主（　　　　　　　円） 　　月～　　月

 ２．ない 非世帯主（　　　　　　　円）

家族手当

 １．ある　➡　　 配偶者 （　　　　　　　円）

第１子 （　　　　　　　円）

第２子 （　　　　　　　円）

 ２．ない その他 （　　　　　　　円）

住宅手当

 １．ある　➡　　 持ち家 （　　　　　　　円）

借　家 （　　　　　　　円）

 ２．ない その他 （　　　　　　　円）

通勤手当

 １．ある　➡　　 １．実費

２．定額・定率

 ２．ない ３．その他

（４）賃金引き上げ（常用従業員についてご記入ください。）

注１．令和３年度ベースアップ（定期昇給含む。）実施状況についてご記入ください。

ベース
アップ

 １．実施した　　　　➡　 平均引き上げ額　　　　　　　円

平均引き上げ率　　　　　　　％

 ２．実施していない　➡ （令和４年度実施予定）

１．あり

２．なし
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（４）福利厚生（常用従業員についてご記入ください。）

２．実施予定なし

６．諸制度実施状況

（１）労働条件（常用従業員についてご記入ください。）

生理休暇制度  １．ある　　　　２．ない

産前・産後

休暇制度※20

 １．ある　➡　 １．有給

２．一部有給 最大取得日数　（　　　　　）日

３．無給

最大取得日数　（　　　　　）日

２．一部有給 制度の利用状況（前年度実績）

３．無給 男性　　　　人　女性　　　　人

 ２．ない　➡　 （実施予定）

 ２．ない　➡　 （実施予定）

１．検討中

２．実施予定なし

育児休業

制度
※21

 １．ある　➡　

定年制の延長について
定年後の再雇用制度について

介護休業

制度※22

 １．ある　➡　 １．有給 最大取得日数　（　　　　　）日

２．一部有給 制度の利用状況（前年度実績）

３．無給 男性　　　　人　女性　　　　人

 ２．ない　➡　 （実施予定）

１．有給

１．検討中

（３）退職金制度（常用従業員についてご記入ください。）

退職金制度
（あるものすべて）

 １．ある　➡　 １．自社制度　　２．中小企業退職金共済制度

３．建設業退職金共済制度　　４．特定退職金共済制度

５．生命保険会社の企業年金等　　６．その他

 ２．ない

定年制の
延長について

 １．最近延長した　　➡　 （　　　　歳）→（　　　　歳）へ延長

 ２．延長を検討中　　

 ３．延長の予定なし

定年後の再雇用

制度※23について

 １．ある　➡　１．パートタイム労働者　　２．その他（　　　　　　）

 ２．ない

１．検討中

２．実施予定なし

（２）定年制（常用従業員についてご記入ください。）

定年制  １．ある（　　　　　歳）　　　　２．ない

※「１．ある」場合

社会保険等
（あるものすべて）

 １．ある　➡　 １．健康保険　２．厚生年金　３．雇用保険　４．労災保険

 ２．ない

福利厚生制度
（あるものすべて）

 １．ある　➡　 １．住宅資金貸付　 ２．生活資金貸付　 ３．慶弔見舞金給付

 ２．ない ４．被服食事代等助成　 ５．福利厚生施設　 ６．その他

 ３．検討中

健康診断  １．ある　　　２．ない

がん健診  １．ある　　　２．ない
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７．採用状況　

（１）新規学卒者の採用状況（令和３年４月採用）

新卒採用状況  １．採用した　　　２．採用していない

※「１．採用した」場合

（５）教育訓練（研修）（常用従業員についてご記入ください。）

教育訓練
（研修）

 １．ある　➡ １．会社独自　 ２．商工会議所　 ３．その他（　　 　 ）

 ２．ない　➡ １．実施予定あり　 ２．検討中　 ３．実施予定なし

区分 高校卒
専門学校・
短期大学卒

大学卒 合計

男性 人 人 人 人

女性 人 人 人 人

合計 人 人 人 人

（２）令和４年度の新規学卒者採用見込み

新卒採用見込み  １．採用予定あり　　　２．採用予定なし

※「１．採用予定あり」場合

区分 高校卒
専門学校・
短期大学卒

大学卒 合計

合計 人 人 人 人

（３）中途採用状況（令和３年４月～令和３年12月まで）

男性 人 人 人 人

女性 人 人 人 人

中途採用状況  １．採用した　　　２．採用していない

※「１．採用した」場合

区分 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 合計

男性 人 人 人 人 人 人 人

人 人

合計 人 人 人 人 人 人 人

女性 人 人 人 人 人

女性

高校卒 円 円 円 円 円 円

（４）初任給（令和３年４月現在の月額）

区　分
事務系※16 技術系※17 労務系※18

男性 女性 男性 女性 男性

円

大学卒 円 円 円 円 円 円

専門学校・
短期大学卒

円 円 円 円 円

34



 １．在留資格や受入れにかかる法令など、事務手続が不明

 ２．文化や生活習慣、言語が異なるため　　

 ３．受入れコスト（宿舎、日本語教育等）がかかるため

 ４．不法行為や犯罪等の発生が心配されるため

 ５．業務に必要性が無いため

 ６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 １．予定がある　　２．検討中　　３．予定はない

（５）離職状況（令和３年１月～令和３年12月まで）

　　全体の離職者　　　　　　　　人　　（うち入社３年以内の離職者　　　　　　人）

（６）障がい者の雇用状況

 障がい者の雇用状況  １．雇用している　　２．雇用していない

（７）外国人の雇用状況

 外国人の雇用状況
（技能実習生含む）

 １．雇用している　　　２．雇用していない

※「２．雇用していない」場合

 外国人を雇用していない理由
（複数回答可）

 外国人を雇用（増員）する予定

 障害者雇用率制度※24について  １．知っている　　２．知らない

 障害者雇用率制度の制度改正について  １．知っている　　２．知らない

 障がい者を雇用（増員）する予定  １．予定がある　　２．検討中　　３．予定はない

人材の確保や
定着に向けた
取り組み

 １．労働条件の改善　　２．定年の延長　　３．退職金制度の導入

 ４．福利厚生の充実　　５．教育訓練（研修）の充実　　６．業務の効率化

 ７．特に考えていない　　８．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

８．パートタイム労働者※10の雇用状況

（１）パートタイム労働者の雇用状況

（８）労働力の現状

現在の労働力  １．不足している　　　２．充足している　　　　３．過剰である

※「１．不足している」場合（複数回答可）

不足している職種  １．事務系　　　２．技術系　　　３．労務系

区　分
事務系※16 技術系※17 労務系※18

男性 女性 男性 女性 男性 女性

人

うち
65歳以上 人 人 人 人 人 人

従業員数 人 人 人 人 人

円平均時給額 円 円 円 円 円
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※「１．不足している」場合（複数回答可）

 １．１日　　　　　２．２日　　　　　３．３日

 ４．４日　　　　　５．５日　　　　　６．６日

 １．２時間未満　　２．２～４時間　　３．４～５時間

 ４．５～６時間　　５．６～８時間　　６．８時間以上

人材確保に
向けた取り組み

 １．労働条件の改善 　２．福利厚生の充実 　３．教育訓練（研修）の充実

 ４．特に考えていない 　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

（３）パートタイム労働者を雇用している理由（複数回答可）

　１．一般労働者の採用が困難なため　　　　　　２．人件費が割安となるため

　３．資格・技能を持った人を必要とするため　　４．再雇用として

（２）パートタイム労働者の労働力の現状

現在の労働力  １．不足している　　　２．充足している　　　　３．過剰である

不足している職種  １．事務系　　　２．技術系　　　３．労務系

人 人 人 年

（５）パートタイム労働者の労働条件

仕事の内容  １．正社員と同じ　　２．正社員の補助　　３．独立した仕事　　４．その他

　５．忙しい時期だけ雇用できるため　　　　　　６．仕事の内容がパートで間に合うため

　７．その他（　　　　　　　　　　）　

（４）パートタイム労働者の雇用人数と平均勤続年数

１年未満 １年以上～５年未満 ５年以上 平均勤続年数

１週間の
就労日数

※人数のもっと
も多い区分に
一つだけ、
○を付けて
ください。

１日の
就労時間

社会保険  １．ある　　　　２．ない

雇用保険  １．ある　　　　２．ない

労働契約  １．書面による契約　　２．口頭による契約

就業規則

 １．ある　➡　　 １．パートタイム労働者専用の就業規則がある

２．正社員の就業規則を適用

３．正社員の就業規則にパートの規定がある

 ２．ない

賞与(一時金)  １．ある　　　　２．ない

交通費  １．ある　　　　２．ない

健康診断  １．ある　　　　２．ない

退職金制度  １．ある　　　　２．ない

年次有給休暇  １．ある　　　　２．ない

定期昇給  １．ある　　　　２．ない
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（１）【事業継承】について

※「２．いない」場合

（２）【雇用調整助成金※25】について

雇用調整助成金 　１．受給した　　　　　　　２．受給していない

ご協力いただき誠にありがとうございました。

記入漏れがないか再度ご確認の上、同封の返信封筒で

令和４年３月３０日（水）までに郵送してください。

補足（従業員を雇用していない場合もご記入ください）

　注１．この項目については、現在の労働実態に直接関与するものではありませんが、伊達市内の事業

　　　　所の現状を調査する目的でお尋ねするものです。

事業の後継者 　１．いる　　   ２．いない 　　  ３．検討中

今後の予定 　１．廃業する　  ２．売却を検討している　  ３．その他（　　　　　　）
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北海道伊達市鹿島町２０番地１

ＴＥＬ：０１４２－８２－３２０９

ＦＡＸ：０１４２－２３－１０８４

伊達市経済環境部商工観光課商工観光係

令和３年度　労働実態調査報告書

（令和４年１０月発行）
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